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○広島県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令 

平成５年７月29日 

本部訓令第19号 

〔注〕平成19年４月から改正経過を注記した。 

 改正 平成５年12月本部訓令第31号 平成６年９月本部訓令第27号 

 平成６年９月本部訓令第28号 平成７年６月本部訓令第14号 

 平成11年11月本部訓令第22号 平成12年３月本部訓令第４号 

 平成13年３月本部訓令第９号 平成14年７月本部訓令第32号 

 平成14年12月本部訓令第49号 平成18年３月本部訓令第９号 

 平成19年４月本部訓令第８号 平成22年３月本部訓令第７号 

 平成22年７月本部訓令第27号 平成25年７月本部訓令第８号 

 平成27年８月本部訓令第20号 平成28年７月本部訓令第32号 

 平成29年７月本部訓令第15号 令和４年３月本部訓令第16号 

 令和５年７月本部訓令第21号 令和６年２月本部訓令第３号 

 令和７年２月本部訓令第４号  

警察本部 

警察学校 

各警察署 

広島県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令を次のように定める。 

広島県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令 

広島県警察鉄道警察隊の運営に関する訓令（昭和62年広島県警察本部訓令第７号）の全部

を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 事件及び事故の処理等（第６条―第８条） 

第３章 勤務制等（第９条―第13条） 

第４章 活動（第14条―第23条） 

第５章 指導監督等（第24条―第26条） 

第６章 雑則（第27条―第30条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 



2/10 

第１条 地域部地域課鉄道警察隊（以下「鉄道警察隊」という。）の運営については、鉄道

警察隊の運営に関する規則（昭和62年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 鉄道警察活動 鉄道警察隊に勤務する警察官及び警察官以外の職員（以下「隊員」と

いう。）が規則第３条第１項に規定する鉄道警察隊の任務（以下「鉄道警察隊の任務」

という。）を遂行するために行う活動をいう。 

(2) 幹部 隊員のうち巡査部長以上の階級にある警察官及びこれに相当する職にある警察

官以外の警察職員をいう。 

（派遣所） 

第３条 鉄道警察隊が活動するための施設として、次の派遣所を置く。 

名称 所在地 

東広島派遣所 東広島市三永一丁目 

新尾道派遣所 尾道市栗原町 

三原派遣所 三原市城町一丁目 

福山派遣所 福山市三之丸町 

（一部改正〔平成28年本部訓令32号・令和７年４号〕） 

（隊員の心構え） 

第４条 隊員は、鉄道警察隊の任務を遂行する自覚と責任を持って常に市民応接に配意し、

各種活動を行うに当たっては、それぞれの機能をより効果的に発揮させ、効率的な職務を

執行して、県民の信頼と協力を得るように努めなければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（運営の方針） 

第５条 地域部地域課鉄道警察隊長（以下「隊長」という。）は、鉄道警察隊の運営に当た

っては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

(1) 事件等の場所的、時間的及び季節的発生状況、鉄道利用状況等の特性を考慮し、計画

的かつ重点的な運営を図ること。 

(2) 隊員の組合せ及び連携に配慮し、効果的な運営を図ること。 
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２ 隊長は、警察署及び関係機関と緊密な連絡を保ち、有機的な活動を推進するように努め

なければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

第２章 事件及び事故の処理等 

（事件等の措置） 

第６条 隊員は、その取り扱った事件等については、次の各号に定めるところにより処理し

なければならない。 

(1) 急訴事件等を認知した場合は、直ちに現場に急行し、負傷者の救護、被疑者の逮捕、

参考人の確保、現場保存等の必要な初動措置を行った後、これを所轄警察署長に引き継

ぐこと。 

(2) 被疑者を逮捕したとき、泥酔者を保護したときその他の強制措置をとったときは、身

柄と共に事件を所轄警察署長に引き継ぐこと。 

(3) 交通関係法令違反を認知したときは、看過することなく指導又は警告を行い、検挙措

置が必要な場合は、これを所轄警察署長に引き継ぐこと。 

(4) 鉄道警察活動を通じて入手した情報のうち必要と認められるものについては、速やか

に通信指令官又は関係警察署長に報告すること。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（緊急配備） 

第７条 隊長は、緊急配備若しくは広域緊急配備の発令があったとき又は犯人等の手配の通

報を受けたときは、直ちに所要の措置をとらなければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（遺失物及び拾得物の取扱い） 

第８条 隊長は、鉄道施設において、遺失物又は拾得物を発見し、又はこれらの届出を受け

たときは、鉄道事業者その他の関係団体、機関等（以下「鉄道事業者等」という。）の管

理権が及ぶものを除き、必要な措置をとった後、関係警察署に引き継ぐものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

第３章 勤務制等 

（勤務制） 

第９条 隊員の勤務制及び勤務時間は、警察職員の勤務時間および休暇等に関する訓令（昭

和43年広島県警察本部訓令第５号）の定めるところによるものとする。 

（一部改正〔平成19年本部訓令８号・令和７年４号〕） 

（特別勤務） 
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第10条 隊長は、鉄道警察活動を行うために必要と認める場合は、隊員を次に掲げる特別の

任務を達成するための活動を行う勤務（以下「特別勤務」という。）に従事させるものと

する。 

(1) 鉄道施設内の特別な治安情勢から必要がある場合における、事件等の発生現場での活

動 

(2) 緊急配備のための活動 

(3) 警衛、雑踏警備、輸送警備、事故における捜索救助その他の警戒警備の際の警備要員

としての活動 

(4) その他鉄道警察の目的に沿って行われる各種鉄道警察活動で通常の勤務を通じて行う

ことが困難なもの 

２ 隊長は、隊員に特別勤務を行わせる場合は、通常の鉄道警察活動への影響を最小限にと

どめるように配慮しなければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（転用勤務） 

第11条 隊長は、警察の総合的かつ効率的な運用の観点から判断して真にやむを得ない場合

のほかは、隊員を鉄道警察活動以外の活動を行う勤務（以下「転用勤務」という。）に従

事させてはならない。 

２ 隊長は、隊員を転用勤務に従事させる場合は、鉄道警察活動が著しく阻害されないよう、

人選及び業務負担の均衡を考慮して決定しなければならない。 

３ 隊長は、隊員を１月以上の期間継続して転用勤務に従事させる場合は、本部長の承認を

受けなければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（勤務例） 

第12条 隊長は、勤務時間割基準の運用例（以下「勤務例」という。）を策定しなければな

らない。 

２ 隊長は、勤務例の策定に当たっては、次に掲げる事項に留意し、実態に応じたものにし

なければならない。 

(1) 勤務員相互が連携できるものとすること。 

(2) 鉄道施設の実態に応じた効果的な時間配分とすること。 

(3) 鉄道施設に対する警戒力に間げきが生じないようにすること。 

(4) 季節列車の運行等に関し鉄道事業者との連携を図ること。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 
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（勤務の変更） 

第13条 隊員は、事件等の処理等で勤務例を変更するときは、隊長の承認を受けなければな

らない。ただし、緊急やむを得ないと認められる場合は、必要な措置をとった後、速やか

に、その経過を隊長に報告するものとする。 

（一部改正〔平成28年本部訓令32号・令和７年４号〕） 

第４章 活動 

（鉄道警察活動） 

第14条 鉄道警察隊の活動は、警ら、立番、警乗及び在所の勤務方法により行うものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（警ら活動） 

第15条 警らとは、駅舎、プラットホーム等の鉄道施設及びその周辺を巡回することにより、

犯罪の予防検挙、危険の防止、少年の補導、鉄道利用者に対する保護、助言及び指導並び

に情報収集を行うことをいう。 

２ 警らに当たっては、次の事項に留意するものとする。 

(1) 事件等の発生状況等を考慮して、計画的かつ重点的に行うとともに、必要に応じて鉄

道警察隊無線自動車により、線路、踏切、運転保安設備等重要な鉄道施設を巡回するこ

と。 

(2) 関係警察署と情報交換を行い、効果的に行うこと。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（立番活動） 

第16条 立番とは、駅の主要な改札口付近の適当な場所に位置し、立って警戒するとともに、

地理案内、諸願届の受理等に当たることをいう。ただし、鉄道施設が一般利用者から閉鎖

され、又は深夜等鉄道利用者が僅少なときは、鉄道施設の入口付近等の適当な場所におい

て行うものとする。 

２ 立番に当たっては、旺盛な警戒心と厳正な勤務態度により警戒を行い、来訪者に対し丁

寧迅速な応接を行うものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（警乗活動） 

第17条 警乗とは、列車内における公共の安全と秩序の維持を図るため、列車に乗車し、列

車内を巡回して、犯罪の予防検挙、危険の防止、旅客に係る保護、列車の乗務員に対する

助言及び指導、少年補導等に当たることをいう。 

２ 警乗は、原則として２名１組を単位として行うものとする。 
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３ 警乗に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

(1) 警乗を開始する駅の待合室及びその周辺をあらかじめ巡回して、挙動不審者、要保護

者等の発見に努めること。 

(2) 当該列車の乗務員と緊密な連絡を取り、事件等の迅速及び的確な処理に努めること。 

(3) 列車内を巡回し、旅客の動向、手荷物の保管状態、不審物の有無等に注意するととも

に要保護者の発見に努めること。 

(4) 警乗中は、関係府県鉄道警察隊と連携を密にし、情報交換に努めること。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（在所活動） 

第18条 在所とは、鉄道警察隊の執務室等において、書類の作成及び整理、装備資器材の点

検及び整備等を行うとともに、諸願届の受理その他来訪者に対する応接を行い、併せて外

部に対する警戒に当たることをいう。 

２ 在所に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 

(1) 書類の作成に当たっては、急訴事案の発生に伴う現場臨場に即応できる態勢で行うこ

と。 

(2) おう盛な警戒心と厳正な勤務態度により外部に対する警戒を行うとともに、来訪者に

対し丁寧迅速な応接を行うこと。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（休憩） 

第19条 隊員の休憩については、勤務場所内で行わなければならない。ただし、幹部の承認

を受けたときは、応急の勤務に服することのできる場所で休憩することができる。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（服装及び携帯品） 

第20条 隊員は、常に制服を着用するものとする。 

２ 隊員は、所外において活動する場合は、必要により無線機器を携帯するものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（制服着用の例外） 

第21条 規則第６条の２第２項に規定する必要があると認める場合とは、警察官の服制に関

する訓令（昭和33年広島県警察本部訓令第５号）第５条各号に掲げる場合とする。ただし、

同条第１号から第３号までに掲げる場合にあっては、あらかじめ、隊長が私服の着用を命

じ、又は承認したときに限るものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 
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（受傷事故に対する配意） 

第22条 隊員は、特に危険が予想される場合は、警棒を把持して警戒に当たるものとする。 

２ 隊員は、事件等の処理に当たっては、必要な装備資器材を効果的に活用して、受傷事故

の防止を図るものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（鉄道事業者等との連携） 

第23条 隊長及び隊員は、鉄道事業者等との間において緊密な連絡を保ち、鉄道に係る公安

の維持を図るため必要な鉄道施設及び鉄道運輸の実態の把握に努めるものとする。 

２ 隊長は、鉄道事業者等が行う防犯活動、交通安全運動等に協力するほか、必要により指

導助言を行うものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

第５章 指導監督等 

（隊長の指揮監督等） 

第24条 隊長は、自ら又は幹部に命じて、隊員に対する指揮監督及び指導教養（以下「指導

監督」という。）を積極的に行わなければならない。 

２ 隊長は、隊員の指導監督を行うに当たっては、規則第13条第１項に規定する事項に留意

して、効果的に実施しなければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（幹部の職務等） 

第25条 幹部は、隊長を補佐し、自ら率先して鉄道警察活動を遂行するとともに、他の係、

沿線各警察署、鉄道事業者等との連絡調整を行うほか、部下に対する具体的な指導監督を

行わなければならない。 

２ 幹部は、相互に緊密な連携を保つことにより、前項の職務を一体として効果的に遂行す

るように努めなければならない。 

３ 幹部は、鉄道警察活動に関する知識、教養、自己研さん等に努め、隊員に対し鉄道警察

活動に必要なものについて指導教養を行わなければならない。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（指導監督上の留意事項） 

第26条 幹部が隊員を指導監督する場合は、広島県警察本部処務規程（昭和30年広島県警察

本部訓令第17号）第66条及び第67条に規定する指導監督の要領等によるほか、次に掲げる

事項に留意しなければならない。 

(1) 命令、指示、指導及び任務の付与は、具体的かつ明瞭に行うこと。 
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(2) 鉄道警察活動に必要な知識及び技能を向上させるため、実務に即した指導に努めるこ

と。 

(3) 隊員のそれぞれの素質、個性等に応じて多様な知識及び技能が開発されるように指導

すること。 

(4) 隊員から意見、希望等を聴取し、鉄道警察活動の刷新改善に努めること。 

(5) 指導監督した事項は、必要によりその改善措置等について復命させ、その結果を確認

すること。 

（一部改正〔平成27年本部訓令20号・令和７年４号〕） 

第６章 雑則 

（活動状況の記録） 

第27条 隊員は、別に定める様式により、勤務日の取扱事項、処理結果その他の勤務状況を

記録し、活動の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 隊員は前項に規定する様式により、勤務日の取扱事項等を隊長に報告するものとする。 

（一部改正〔平成28年本部訓令32号・令和７年４号〕） 

（府県警察相互の連携） 

第28条 隊長は、規則第14条第２項に規定する連絡主任者を指定するものとする。 

２ 隊長は、効果的な鉄道警察活動を推進するため、関係府県警察鉄道警察隊と緊密な連携

を図るものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（装備品の管理） 

第29条 隊長は、鉄道警察隊に配置された装備品の管理及び鉄道警察隊が使用する施設の保

全について、その責に任ずるものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

（細則の制定） 

第30条 この訓令の施行に関する必要な細則は別に定めるものとする。 

（一部改正〔令和７年本部訓令４号〕） 

附 則 

この訓令は、平成５年８月１日から施行する。 

附 則（平成５年12月24日本部訓令第31号） 

１ この訓令は、平成６年１月１日から施行する。 

２ この訓令による改正前の訓令による様式により作成された用紙で、この訓令施行の際現

に各所属の在庫に係るものは、この訓令による改正後の訓令による様式により作成された
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用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。 

附 則（平成６年９月27日本部訓令第27号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成６年９月27日本部訓令第28号） 

この訓令は、公布の日から施行する。〔以下略〕 

附 則（平成７年６月１日本部訓令第14号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、交付の日から施行する 

（経過措置） 

２ この訓令による改正前の訓令による様式により作成された用紙で、この訓令施行の際現

に各所属の在庫に係るものは、この訓令による改正後の訓令による様式により作成された

用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。 

附 則（平成11年11月11日本部訓令第22号）抄 

（実施期日） 

１ この訓令は、平成11年11月11日から施行する。 

附 則（平成12年３月１日本部訓令第４号） 

この訓令は、平成12年３月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月29日本部訓令第９号） 

この訓令は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年７月19日本部訓令第32号） 

この訓令は、平成14年７月19日から施行する。 

附 則（平成14年12月26日本部訓令第49号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成15年１月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月28日本部訓令第９号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年４月１日本部訓令第８号） 

この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年３月23日本部訓令第７号） 

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。 
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附 則（平成22年７月23日本部訓令第27号） 

この訓令は、平成22年８月１日から施行する。 

附 則（平成25年７月10日本部訓令第８号） 

この訓令は、平成25年７月10日から施行する。 

附 則（平成27年８月20日本部訓令第20号） 

この訓令は、平成27年９月１日から施行する。 

附 則（平成28年７月１日本部訓令第32号） 

この訓令は、平成28年７月１日から施行する。 

附 則（平成29年７月10日本部訓令第15号） 

この訓令は、刑法の一部を改正する法律（平成29年法律第72号）の施行の日（平成29年７

月13日）から施行する。 

附 則（令和４年３月31日本部訓令第16号）抄 

（施行期日） 

１ この訓令は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和５年７月13日本部訓令第21号） 

この訓令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和５年法律第66号）の施行の

日（令和５年７月13日）から施行する。 

附 則（令和６年２月29日本部訓令第３号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月25日本部訓令第４号）抄 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 


